
浴場業における転倒災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017

年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労

働

者

規

模

2 19~20
フロントのゴミ拾集をしている時、お客様に挨拶をした際に床が濡れていたことに

気づかず足を滑らせて仰向けに転倒した。 その時に手をついて骨折した。
61 ―

2 8~9
施設内の滑りやすい場所で移動中に前方に滑り、前の扉に体ごと激突しドアノブに

右腕を強打した。
66

30

～

49

3 7~8
駐車場のごみ回収を行っていたところ、駐車場から店舗へ向かう通用口付近で、段

差につまずき転倒しそうになり、手をつい骨折した。
74

50

～

99

4
13～

14

3階のお客様をお見送りするため1階まで降り、お見送りをした後に3階まで階段で

戻る途中に階段の段差で誤って躓き、踊り場付近で転倒し左足を負傷した。
50

10

～

29

4
22～

23

浴場女湯の桶を整理するために、カランのそばを歩いていた時に足を滑らせて転倒

し、尻もちをついて尻と腕をぶつけ、尻全体を打撲し、左手首にあざができた。
51

30

～

49

5
16～

17

被災者は、温泉とキャンプ場の清掃をしている際、段差を下りる時に足をひねっ

た。
64

10

～

29

6
15～

16

団体焼肉宴会の後片付けの作業中、お盆で食器類を下げようとしたところ、油か何

かの液体で滑り易くなっていた床面で足を滑らせ、食器を持ったまま左肩から床面

に転倒し負傷したものである。 （両手でお盆を持っていた為、受け身を取ること
50

50

～

99



ができなかった。）

10
23～

24

女風呂を、洗浄薬品をホースで流す掃除をしている時、寝湯で足がすべり、後向き

に転んで浴槽のフチに後頭部を打って負傷した。
55

10

～

29

10
10～

11

宿泊施設の清掃中に洗濯物を持って外に出た所に立て掛けてあったほうきに足をか

けて転倒して右ヒザを打ち骨折した。
67

10

～

29

11
14～

15

一品ラインで調理中にレンジの食材を取ろうとしたらエバーホット（保温器）の

コードがたるんでいた為、左足を引っ掛けてしまい、転んだ際に左足の足首付近を

捻ってしまい腫れていて、折れている恐れがあった為、救急車を呼び病院に行っ

た。 病院の診断の結果、足首の骨3ヶ所骨折の為、手術することになった。

62

100

～

299

11
20～

21

構内で、トラック運転席から降りる際に足を滑らせ、強く着地した。 衝撃で右足

膝の靭帯を痛めた。
61

10

～

29

11
10～

11

当院駐車場空きスペースで当院の車、軽トラックの洗車を行っていた。 荷台を清

掃中、後ろを確認せず荷台から落ち腰を打った。
56

100

～

299

11
20～

21

解体現場において産廃コンテナ内のトンパックの中身をあける為クラッシャーでト

ンパックの裏の紐が掴み易いようにトンパックをクラッシャーで動かしていたとこ

ろ、被災者が不用意にクラッシャーが紐を掴み易くする為にコンテナ内に手を入れ

てしまい、クラッシャーの横腹とコンテナに手を挟まれてしまった。

59
1～

9

11
19～

20

勤務先のキッチンで、料理に使う鍋を持って移動している時に、キッチンの床の排

水溝に被せてある金属の網が滑り易く、転倒し、割れた鍋の破片で手首を切ってし

まい、動脈が断裂した。

22

100

～

299

11
15～

16

厨房から洗い場奥の通路上に置いてある宴会用のおひつを取りに行こうとした時、

通路の床が濡れていたため滑って転倒し、左手を強くつき左手首を骨折した。
63

50

～

99



12 14~15

当社は浴場業を営んでおり、当日は、レストラン厨房にて食洗機を使用して食器を

洗う作業を行っていた。 洗い物が終わり、調理台の方へ向かう途中、通常テーブ

ルに立て掛けている食洗機の空カゴが、その時たまたま倒れていて、それに気付か

なかったため、カゴに躓いて転倒してしまった。 転倒の際に咄嗟に手をついたと

ころ、指がカゴの中に入ってしまい、手が不自然な格好のまま強い力が加わったた

め、右手を骨折してしまった。

56

50

～

99

12 9~10
建物敷地内の駐車場において、前日より降り続いた雪の除雪作業を行っている時、

雪で滑って転倒し骨折した。
33

1～

9

12 22~23
当社店舗の厨房内で、フライヤーの油を交換する作業中に足を滑らせ、高温の油が

両手足にかかり火傷を負った。
21

50

～

99

12 16~17

3階厨房に於いて、調理の為に冷蔵庫からタッパーに入った食材を取り出し運んで

いる際、タッパーを両手で持っていた為に床が濡れていたことに気付かず足を滑ら

せ右前方に転倒した。 その際、右手首を床に打ちつけ、右手首を骨折したもので

ある。

43

100

～

299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html
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